
必
要
性

有
効
性

効
率
性

総
合
評
価

1 2 －2 中小企業振興資金貸付事業 産業労働部 産業政策課 2002 － 16,075,816 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

2 2 －2 新事業展開資金貸付事業 産業労働部 産業政策課 2002 － 2,859,029 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

3 2 －2
中小企業アグリサポート資金貸
付事業

産業労働部 産業政策課 2009 － 65,390 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

4 2 －2 中小企業組織融資資金貸付事業 産業労働部 産業政策課 1980 － 300,000 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

5 2 －2 県単機械類貸与事業 産業労働部 産業政策課 1971 － 821,320 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

6 2 －2 企業生産性向上事業 産業労働部 地域産業振興課 2017 2022 6,707 Ａ Ａ Ｂ Ａ

7 2 －2 中小企業支援機関活動補助事業 産業労働部 地域産業振興課 1981 － 194,556 Ａ Ａ Ｂ Ａ

8 2 －2 産業デザイン活用促進事業 産業労働部 地域産業振興課 2011 2021 9,518 Ｂ Ａ Ｃ Ｂ

9 2 －2
かがやく未来型中小企業応援事
業

産業労働部 地域産業振興課 2018 2022 76,510 Ａ Ａ Ｂ Ａ

10 2 －2 技術コネクターハブ強化事業 産業労働部
産業技術セン
ター

2019 2023 6,945 Ａ Ａ Ｂ Ａ

11 2 －2
中小企業・小規模事業者情報化
促進事業

産業労働部
産業政策課デジタル
イノベーション戦略
室

2019 2021 14,672 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

12 2 －2 経営安定資金貸付事業 産業労働部 産業政策課 2002 － 17,666,817 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

13 2 －2 商工団体組織活動強化事業 産業労働部 産業政策課 1961 － 1,648,276 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

14 2 －2 企業競争力強化事業 産業労働部 地域産業振興課 2012 － 55,847 Ａ Ｂ Ｂ Ａ

15 2 －2 事業承継推進事業 産業労働部 産業政策課 2014 － 6,175 Ｂ Ａ Ａ Ａ

16 2 －2 あきた起業促進事業 産業労働部 商業貿易課 2010 － 45,061 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

17 2 －2 攻めのサービス産業等応援事業 産業労働部 商業貿易課 2018 2020 20,890 Ａ Ａ Ａ Ｅ

18 2 －2 伝統的工芸品等振興事業 産業労働部 地域産業振興課 2011 － 9,571 Ａ Ａ Ｂ Ａ

19 2 －2 食品事業者基盤強化事業 産業労働部 地域産業振興課 2020 － 20,741 Ａ Ａ Ｂ Ａ

令和２年度事業（中間）評価結果一覧表（政策体系順）

評価結果

No 施
策

－
政
策

事業名 部局名 課室名
開始
年度

終了
年度

令和元年度
事業費
(千円）



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 05 18

0202020101 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上中小企業振興資金貸付事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 工藤　千里 村上忍

平成14 令和69

　信用力や経営基盤の脆弱な県内中小企業者が経営に必要な資金の円滑な調達を図ることにより、中　中小企業振興資金は、信用力や財務基盤の脆弱な中小企業者へ経営に必要な資金を円滑に調達する
小企業者の経営基盤を強化し、経営が安定する。ことができるよう支援するものであり、地域に根差した産業の振興及びリーディング産業の育成など

、産業経済基盤の再構築を図るためには不可欠の融資制度である。

○ ●

県が指定する金融機関

中小企業者　県内景気は引き続き安定しているが、人口減少や高齢化などの長期的な課題に加え、為替の動向や
海外情勢への警戒感も見受けられるため、県内中小企業者等の業績悪化や新たな設備投資の抑制等が
懸念される。

　指定金融機関への融資原資の預託及び信用保証料の一部補助により、事業資金を相対的に低コスト
で県内中小企業者に提供する。

● ○ ○■ □ R01 12

○ ● ○ （一次評価結果）��　県制度融資で最も間口の広い一般的な資金である。また、小規模事業者や災害復旧などにも利
用することができるなど、　一定の需要が見込まれる汎用性の高い資金であり、今後も継続していく必要がある。

□ □ ■ □
■ 商工団体、金融機関

　県の融資制度は、信用力や担保力の乏しい中小企業者にとって必要不可欠な資金調達手段である。

また、本県独自の政策性が盛り込まれており、今後も制度全般の継続を多くの受益者が望んでいるほ

か、制度の拡充を望む声も多くある。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

貸付金 一般資金貸付金及び小規模事業振興資金貸付金等
01

 18,683,000  15,993,000  15,407,000  16,000,000  16,000,000  16,000,000              

保証料補助金 一般資金保証料補助及び小規模事業振興資金保証料補助等02
    115,730      82,816     114,749     115,000     115,000     115,000              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

              18,798,730  16,075,816  16,115,000  16,115,000 15,521,749  16,115,000

                                                                               

                                                                               

             貸付金元利収入  18,688,873  15,993,000  16,000,000  16,000,000 15,408,303  16,000,000

     82,816     113,446    109,857     115,000     115,000     115,000              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

中小企業振興資金利用件数

● ○○中小企業振興資金利用件数
○○ ●○●

○ ● ○80％に達していないが、一定の実績はある。
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

●     1,000                   1,000     1,000                                         

       861                     784                                                  

○ ●ｂ／ａ  86.1%  78.4%     0%                               

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

なし
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

貸付金については、融資状況を見ながら実際に預託する額を決定しており、効率的な予算                                                                                   
の執行に努めている。ａ／ｂ                                                 

県制度融資で最も間口の広い一般的な資金である。また、小規模事業者や災害復旧などに○
も利用することができるなど、一定の需要が見込まれる汎用性の高い資金であり、今後も○ ○○ ● 継続していく必要がある。

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

○ ● ○ ○
中小企業者の資金需要に不足が生じないよう対応しており、妥当である。

○

○

○○ ● ○
信用力や経営基盤の脆弱な中小企業者のニーズに対応しており、妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

全国一律に行うべき制度であり、かつ、政策的要素が強い制度であることから、県の関与
が必要であり、妥当である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 05 18

0202020103 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上新事業展開資金貸付事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 工藤　千里 村上忍

平成14 令和69

　新たな事業展開や市場進出（海外を含む。）などに意欲的な県内中小企業が必要とする事業資金の　新事業展開資金は、信用力や経営基盤の弱い中小企業者が、新たな事業展開や市場進出等を目指す
調達を図ることにより、事業革新や事業拡大等を支援し、企業の経営基盤の強化及び事業規模の拡大際や事業承継時に必要となる資金調達を支援するものであり、新たなリーディング産業の育成や地域
等を推進する。に根差した伝統産業の振興など、産業経済基盤の再構築及び強化を図るためには不可欠の融資制度で

ある。

○ ●

県が指定する金融機関

中小企業者　県内景気は引き続き安定しているが、人口減少や高齢化などの長期的な課題に加え、為替の動向や
海外情勢への警戒感も見受けられるため、県内中小企業者等の業績悪化や新たな設備投資の抑制等が
懸念される。

　指定金融機関への融資原資の預託及び信用保証料の一部補助により、事業資金を相対的に低コスト
で県内中小企業者に提供する。

○ ● ○■ □ R01 12

○ ● ○ （一次評価結果）��　事業転換や創業支援、事業承継資金などの資金需資は増加傾向にあり、県としての支援継続は
必要である。��　令和元年度は、金利の引き下げを行い、件数増加に努めている。さらに、事業承継資金についても
対象者の範囲を拡げたこと、県全体として事業承継相談推進に注力していることなどから件数は増加している。

□ □ ■ □
■ 商工団体、金融機関

　事業承継を促すため、範囲を拡大したことにより、件数は増加した。
　新事業展開や創業支援等については、これまで同様、融資制度や補助金のニーズが高い。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

貸付金 新事業展開資金に係る取扱金融機関に対する貸付金
01

  3,218,987   2,846,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000              

保証料補助金 新事業展開資金に係る保証料補助02
     15,485      13,029      16,958      17,000      17,000      17,000              

損失補償 秋田県信用保証協会に対する損失補償
03                   31,424                                                        

新事業展開資金推進事務費 実態調査・指導・広報費
04                                                                                

                                                                               

                                                                               

               3,265,896   2,859,029   2,817,000   2,817,000  2,816,958   2,817,000

                                                                               

                                                                               

             貸付金元利収入   3,218,987   2,846,000   2,800,000   2,800,000  2,800,000   2,800,000

     13,029      16,958     46,909      17,000      17,000      17,000              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

新事業展開資金利用件数

● ○○新事業展開資金利用件数
○● ○○●

○ ● ●
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○       120                     120       120                                         

        86                     109                                                  

○ ●ｂ／ａ  71.7%  90.8%     0%                               

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

なし
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

貸付金については、融資状況を見ながら実際に預託する額を決定しており、効率的な予算                                                                                   
の執行に努めている。ａ／ｂ                                                 

事業転換や創業支援、事業承継資金などの資金需要は増加傾向にあり、県としての支援継●
続は必要である。○ ○○ ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

○ ● ○ ○
信用力や経営基盤の弱い中小企業者が円滑に資金調達できるための支援であり、事業転換

○、創業、事業承継など多様な資金需要に不足が生じないように対応しており、妥当である
。 ○

○○ ● ○
資金メニューによっては増加しており、妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

信用力や経営基盤の弱い中小企業者の事業革新や創業、事業承継等に係る資金需要につい
ては、民間による支援だけでは不十分であり、県の関与が不可欠であるため、妥当である
。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成21 令和02 05 18

0202020104 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上中小企業アグリサポート資金貸付事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 佐藤　徹 村上忍

平成21 令和69

　経営基盤の脆弱な中小企業者が農林水産業分野に進出し、本業の商工業分野との相乗効果等を発揮　中小企業による農林漁業分野への進出は、成長の可能性があると認識されつつもなかなか行われて
することで、企業の経営革新や経営基盤の強化等を図る。こなかった。これは、国の制度として、中小企業が農林漁業分野の事業を行うにあたっての信用保証

制度がなかったことも要因と考えられる。そこで、農業県である本県の強みや農業の６次産業化など
の流れを受け、中小企業等が農林漁業分野での事業展開を行い、経営の多角化や企業力の強化を図る
ための金融支援として、当該資金を平成２１年度に創設した。

○ ●

県が指定する金融機関、信用保証協会

中小企業者　県内景気は引き続き安定しているが、人口減少や高齢化などの長期的な課題に加え、為替の動向や
海外情勢への警戒感も見受けられるため、県内中小企業者等の業績悪化や新たな設備投資の抑制等が
懸念される。また、農林水産業を取り巻く環境の変化に対しても注視する必要がある。

　指定金融機関への融資原資の預託及び信用保証料の一部補助等により、事業資金を相対的に低コス
トで県内中小企業者に提供する。

○ ● ○■ □ R01 12

○ ● ○ （一次評価結果）��　中小企業者の農林水産分野への進出を後押しする数少ない制度融資であり、毎年一定の需要が
ある。今後も、中小企業者への一層の周知に努めるとともに、農業の６次産業化等への推進施策を踏まえ、ニーズの
掘り起こしを図る。

□ □ ■ □
■ 金融機関及び金融関係団体

　対象を農林水産分野へ進出する法人に限定しているため、指標としている農業参入承諾件数は伸び悩んでいるが、
　農業分野に関しては平成３０年度から信用保証の対象とされたが、林業、水産業は依然として対象 中小企業者及び取扱金融機関に対して周知に努め、ニーズの掘り起こしを図った。

外であるため、中小企業者が林業、水産業分野に進出する際の限られた資金調達手段として、制度の

継続が望まれている。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

貸付金 中小企業アグリサポート資金貸付金
01

     66,000      65,000      91,000      91,000      91,000      91,000              

保証料補助金 中小企業アグリサポート資金保証料補助02
        488         390         668         670         670         670              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                  66,488      65,390      91,670      91,670     91,668      91,670

                                                                               

                                                                               

             貸付金元利収入      66,018      65,000      91,000                 91,009      91,000

        390         659        470         670         670      91,670              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

中小企業者の農業参入承諾件数

● ○○中小企業者の農業参入承諾件数（総承諾件数－中小企業者以外の承諾件数）
○○ ●○●

○ ● ○80％には達していないが、一定の実績はあり、事業の有効性は高い。
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

●         4                       4         4          4         4                     

         2                       3                                                  

○ ●ｂ／ａ    50%    75%     0%     0%     0%                   

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

なし
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

貸付金については、融資状況を見ながら実際に預託する額を決定しており、効率的な予算                                                                                   
の執行に努めている。ａ／ｂ                                                 

　中小企業者の農林水産分野への進出を後押しする数少ない制度融資であり、毎年一定の○
需要がある。今後も、中小企業者への一層の周知に努めるとともに、農業の６次産業化等○ ○○ ● への推進施策を踏まえ、ニーズの掘り起こしを図る。

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

○ ● ○ ○
中小企業者の資金需要に対しては、不足が生じないように対応しており、妥当である。

○

○

○○ ● ○
件数は少ないながらも一定の実績があり、妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

農林水産分野は、中小企業者が進出しようとした場合の資金調達手段が限られるため、県
が関与する必要がある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 05 18

0202020106 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上中小企業組織融資資金貸付事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 佐藤　徹 村上忍

昭和55 令和69

　信用力や経営基盤の脆弱な県内中小企業組合等が、経営に必要な資金の円滑な調達を図ることによ　中小企業組織融資資金は、信用力や経営基盤の脆弱な中小企業組合等に対する円滑な資金供給を図
り、中小企業組合等の経営基盤の強化を図る。ることにより、中小企業組合及びその組合員の健全な発展と経営の安定を支援するものであるため、

地域に根差した産業振興や産業集積など、産業経済基盤の再構築を図るためには不可欠の融資制度で
ある。

○ ●

秋田県中小企業団体中央会

中小企業組合及びその組合員　県内景気は引き続き安定しているが、人口減少や高齢化などの長期的な課題に加え、為替の動向や
海外情勢への警戒感も見受けられるため、県内中小企業組合等の事業業績の悪化や新たな設備投資の
抑制等が懸念される。

　県から秋田県中小企業団体中央会に資金を貸し付け、同中央会が商工中金に当該資金を預託するこ
とで、中小企業組合等が必要とする資金を商工中金が低利で融資する。

○ ● ○■ □ R01 12

○ ● ○ （一次評価結果）��　本資金の主な貸付対象である商店街、卸売、小売業、運送業等の先行きは不透明なため、実績
は減少傾向にある。しかし、本制度は中小企業組合及びその組合員を対象とした融資であり、商店街振興やその他の
産業振興等を図る県の政策目的に合致していることから、今後も継続していく必要があるため、県内の経済情勢等を

□ □ ■ □ 注視しながら、制度の適切な運用に努めていく。
■ 金融機関、中小企業団体中央会

中小企業組合及びその組合員に対し、秋田県中小企業団体中央会を通じて制度の周知に努めた。
　県の融資制度は、信用力及び担保力に乏しい中小企業組合にとって、限られた資金調達手段であり

、今後も制度全般の継続を多くの受益者が望んでいる。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

貸付金 秋田県中小企業団体中央会に対する貸付金
01

    300,000     300,000     250,000     250,000     250,000     250,000              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                 300,000     300,000     250,000     250,000    250,000     250,000

                                                                               

                                                                               

             貸付金元利収入     300,000     300,000     250,000     250,000    250,000     250,000

                                                                               



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

中小企業組織融資資金利用件数

● ○○中小企業組織融資資金利用件数
○○ ●○●

○ ● ○組合員及びその構成員となる中小企業者の数が減少していることにより、実績は減少して
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6 いる。

●        20                      20        20         20        20                   20

        12                       9                                                  

○ ●ｂ／ａ    60%    45%     0%     0%     0%     0%             

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

なし
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

貸付金については、融資状況を見ながら実際に預託する額を決定しており、効率的な予算                                                                                   
の執行に努めている。ａ／ｂ                                                 

本資金の主な貸付対象である商店街、卸売、小売業、運送業等の行き先は不透明なため、○
実績は減少傾向にある。しかし、本制度は中小企業組合及びその組合員を対象とした融資○ ○○ ● であり、商店街振興やその他の産業振興等を図る情勢等を注視しながら、制度の適切な運
用に努めていく。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

○ ● ○ ○
中小企業者及び市中銀行からの資金調達が難しい中小企業組合や商店街の資金需要には不

○足がないよう対応しており、妥当である。

○

○○ ● ○
中小企業者及び市中銀行からの資金調達が難しい中小企業組合や商店街の資金需要は一定
数あることから、妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

商店街振興及びその他の産業振興等を図る県の政策目的に合致しており、妥当である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 28

0202020110 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上県単機械類貸与事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 工藤　千里 山岡　浩樹

昭和46 令和99

　設備投資に要する資金の調達が困難な中小企業者への設備投資支援策を実施することにより、企業　県内の企業の９割以上が中小企業者であり、地域経済の持続と発展に中小企業者の存在は欠かせな
の技術やサービスの高度化等が推進され、県内産業の底上げが図られる。い。しかし、中小企業は、創業のため又は生産性向上等の経営基盤の強化を図るための設備投資を行

ううえで、資金調達が大企業と比較して一般的に困難であることから、希望する設備の導入が円滑に
進まない状況にある。このため、中小企業者の設備導入に対する支援が必要である。

○ ●

公益財団法人あきた企業活性化センター

県内中小企業者　景気低迷が続く中においても、企業の技術やサービスの高度化への継続的な取り組みは欠かすこと
ができないため、県内産業基盤の強化の観点から、中小企業者の設備導入に係る資金調達の負担を軽
減するための支援が必要である。

中小企業者に対し、設備の貸与（割賦・リース）を行う。

● ○ ○■ □ R01 06

○ ● ○ （一次評価結果）��毎年度、一定の需要と活用実績があるため、設備投資に係る資金の調達が困難な中小企業者を継
続して支援する必要がある。

□ □ □ □
■ 事業実績報告等

　令和元年度の新規貸与実績は23,820千円となっており、一定の需要と活用実績がある。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

貸付金 事業実施主体の公益財団法人あきた企業活性化センターに対し、貸与事業の原資を貸し付
01

ける。     991,530     820,341   1,140,346   1,140,346   1,140,346   1,140,346              

円滑化補助金 事業実施主体の公益財団法人あきた企業活性化センターに対し、貸与事業実施に伴う貸倒02
債権の償却財源の一部を補助する。       6,323         979      16,265      16,265      16,265      16,265              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                 997,853     821,320   1,156,611   1,156,611  1,156,611   1,156,611

                                                                               

                                                                               

             貸付金元金収入     991,530     820,341   1,140,346   1,140,346  1,140,346   1,140,346

        979      16,265      6,323      16,265      16,265      16,265              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

投資効果割合

○ ●○貸与設備利用状況調査票に投資効果ありと記入した企業数／回答企業数
○○ ○○●

○ ● ●令和元年値が未判明ではあるが、事業の有効性は一定度認められる。
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○       100                     100       100                                         

        99                                                                          

○ ●ｂ／ａ    99%     0%     0%                               

○○ ○比較統計なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

貸与設備利用状況調査票
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 6

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

予算要求にあたっては、事業実施主体である公益財団法人あきた企業活性化センターから                                                                                   
制度利用状況の聞き取りを行うほか、制度の利用実績も反映させて、円滑に貸与事業を行ａ／ｂ                                                 
えるように過不足のない予算要求を行っている。

毎年度、一定の需要と活用実績があるため、設備投資に係る資金の調達が困難な中小企業●
者を継続して支援する必要がある。○ ○○ ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
景気低迷が続く中、県内産業の活性化と底上げを図るために、中小企業者の設備投資を支

○援していく必要があることから、事業実施は妥当である。

○

○○ ● ○
中小企業者の設備投資に対する支援策として、一定の需要と活用実績があることから、事
業実施は妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

県が公益財団法人あきた企業活性化センターに貸与事業の原資を貸し付けて実施する事業
であり、県の関与は妥当である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成29 令和02 04 21

0202020112 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上企業生産性向上事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 地域産業振興課 企業支援班 2225 羽川　彦禄 佐々木　康人

平成29 令和04

　企業の生産性を向上し、労働生産性、付加価値生産性、売上総利益率の向上を図る。また、品質、　県内の製造業は、労働生産性、付加価値生産性、売上総利益率が全国に比べ低いレベルにあり、生
原価・費用、納期に強みを持つ高収益体質の県内企業を育成する。産性向上への取組が不可欠である。県内の製造業は、下請型、部品加工型が多く、生産性向上への取

組が遅れており、企業の競争力を向上させ、生産性向上を図るためには、発注企業から求められる品
質、原価・費用、納期に応えられる工程を作りあげていく必要がある。

● ○

県

県内企業　外部環境の変化として、ＡＩやＩｏＴなどを活用した第４次産業革命が進行しつつある一方で、生
産年齢人口の減少や中小企業を中心とする人手不足が続いている状況である。事業推進上の課題は、
企業が抱える諸課題を人手不足のなか社内の限られた人員で解決し生産性向上に導くことであり、ま

　高品質、コスト低減、短納期など競争に打ち勝つために外部アドバイザーによる生産現場への改善た、時代の先端を先取りする取組や新たなチャレンジを後押しすることである。
指導・助言を行う。あわせて、県内企業等の自発的な改善活動を促し、競争力の向上を図るため、生
産工程の効率化等の取組を支援する。

● ○ ○■ □ H30 03

● ○ ○ （一次評価結果）��　生産現場の改善（製造原価の低減、生産リードタイムの短縮、仕掛かり在庫の削減等、経営陣
や現場で働く人の意識改革）や経営課題に関する助言・指導など訪問企業の実状に合わせ多面的に支援することが可
能である本事業は、今後も継続して実施する必要がある。

□ □ ■ □
■ 企業訪問時に聴き取り調査

　取引先からの品質、原価・費用、納期の要求に応えるため、生産現場の改善をして高品質、原価・

費用の低減、短納期を図りたいという企業が多い。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

企業生産性向上支援事業 県内企業の生産性を向上し、競合他社に負けない競争力をつけ、発注企業から求められる
01

ＱＣＤに応えられる工程を作りあげるための生産現場の改善指導等を行う。       7,262       6,707       7,024       7,024       7,024                         

企業競争力改善支援事業 県内企業等の自発的な改善活動を促し、競争力の向上を図るため、生産工程の効率化等の03
取組を支援する。         985                                                                     

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                   8,247       6,707       7,024                  7,024       7,024

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      6,707       7,024      8,247       7,024       7,024                         



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

改善支援企業数

● ○○企業生産性向上支援事業　改善支援企業数
●○ ○●●

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○        30            30        30        30         30        30                     

        24                      32                                                  

○ ●ｂ／ａ    80% 106.7%     0%     0%     0%                   

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

地域産業振興課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○○● 0 3

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

企業競争力向上支援事業補助金について、他の事業に集約することにより削減した。                                                                                   

ａ／ｂ                                                 

　生産現場の改善（製造原価の低減、生産リードタイムの短縮、仕掛かり在庫の削減等、●
経営陣や現場で働く人の意識改革）や経営課題に関する助言・指導など訪問企業の実状に○ ○○ ○ 合わせ多面的に支援することが可能である本事業は、今後も継続して実施する必要がある
。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　企業の生産性向上・競争力強化につながる生産改善は、何よりも現場に即した作業工程

○の改善である。訪問企業の実状に合わせた助言・指導を行う本事業は、現状と課題に適切
に対応した事業である。 ○

●● ○ ○
　発注企業から求められるＱ・Ｃ・Ｄ（品質・コスト・納期）に応えられる工程とすべく
、生産改善について助言・指導を実施している。これらは企業を通じて把握したニーズと
も合致している。

○

○● ○
■ □ □

○□

　中小企業振興条例に基づき、企業競争力強化（生産性の向上、技術力の強化、企業間の
連携の促進など）を支援している。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 16

0202020113 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上中小企業支援機関活動補助事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 地域産業振興課 ものづくり振興班 2241 羽川　彦禄 那須　あかね

昭和56 令和69

　(公財)あきた企業活性化センターの専門スタッフによる総合的・専門的な企業支援をワンストップ　県内における新たな事業の創出や、中小企業の経営基盤の強化を図るため、中小企業等へのワンス
で行うことにより、県内中小企業等の新たな事業の創出が促進されるほか、経営課題の解決が図られトップサービス体制を整備し、県内中小企業等の様々な経営課題の解決を支援する必要がある。
、経営基盤が強化される。

● ○

（公財）あきた企業活性化センター

県内中小企業等及び（公財）あきた企業活性化センター　経済活動の国際化及び情報化の進展による競争の激化、人口減少及び少子高齢社会の到来による市
場規模の縮小などにより、県内企業の経営環境はさらに厳しいものとなっている中、平成26年4月に
は秋田県中小企業振興条例が施行され、中小企業の経営基盤の強化を図ることとされた。

中小企業等の経営課題の解決に資するため、中小企業支援機関である（公財）あきた企業活性化セン
ターの活動費を補助する。

● ○ ○■ □ R02 02

● ○ ○ （一次評価結果）��　あきた企業活性化センターは、ワンストップサービスセンターとして年間７千件以上の相談対
応を行う、県内中小企業にとって不可欠な存在となっている。中小企業振興条例を踏まえ、県内中小企業の経営基盤
の強化を図る上で、その支援の体制整備に必要な施策として、この補助事業を継続して実施する必要がある。

■ □ □ □
■ 日常の相談対応等の業務を通じてニーズを把握した。

　ワンストップサービスの充実を図り、創業から経営革新、販路拡大、資金支援など各種支援メニューを活用した総
　センターの相談件数は令和元年度（平成31年度）7,120件で、目標値の6,200件を大きく上回ってい 合的・専門的な一貫支援を展開した。また、他機関との連携により効率的な企業支援の実施を図った。

る。また、Ｒ元年度の顧客満足度調査では新事業・革新(34.3%)、販路開拓(17.4%)、知的財産活用（

16.6%）などの支援が望まれている。また、回答者の45.1%が情報提供の充実を、33.7%がフォローア

ップの充実を求めるなど、更なる支援の充実が望まれている。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

中小企業支援機関活動費補助金 中小企業等の経営課題の解決に資するため、中小企業支援機関である（公財）あきた企業
01

活性化センターの活動費を補助する。     198,244     194,556     195,818     195,818     195,818     195,818              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                 198,244     194,556     195,818     195,818    195,818     195,818

                                                                               

                                                                               

                                                                               

    194,556     195,818    198,244     195,818     195,818     195,818              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

相談件数

● ○○相談件数
●○ ○●●

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○     6,200                   5,500     6,200      6,200                              

     7,402                   7,120                                                  

○ ●ｂ／ａ 134.6% 114.8%     0%     0%                         

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

（公財）あきた企業活性化センター
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 4

顧客満足度指数

●（満足度×評価者数）の総和÷全評価者数（満足度の５段階評価を100(最高)/

●○75/50/25/0（最低）で数値化したものを用いる）

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○        80         80                      80         80                              

 （公財）あきた企業活性化センターの経常的経費である本補助金についても、計画にの        80        83                                                               
っとり５％の削減を実施し、その中の効率的な運営に努めている。ｂ／ａ         100% 103.8%     0%     0%                   

なし

（公財）あきた企業活性化センター　アンケート調査結果 　あきた企業活性化センターは、ワンストップサービスセンターとして年間７千件以上の●
相談対応を行う、県内中小企業にとって不可欠な存在となっている。中小企業振興条例を● ○○ 0 4 ○ 踏まえ、県内中小企業の経営基盤の強化を図る上で、その支援の体制整備に必要な施策と
して、この補助事業を継続して実施する必要がある。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　県内中小企業の様々な経営課題に対し、総合的・専門的な支援を行うことは、新事業の

○創出や競争力の向上等に有効であり、これらは相談者や企業を通じて把握したニーズとも
合致している。 ○

●● ○ ○
　県内中小企業を取り巻く厳しい経営環境の中で、企業の経営を維持し、雇用の維持を図
ることが求められており、これらは相談者や企業を通じて把握したニーズとも合致してい
る。

○

○● ○
■ □ □

○□

　中小企業支援法に基づいて、県は（公財）あきた企業活性化センターを県下唯一の中小
企業支援センターに指定しているが、その中小企業支援事業を実施する同センターに対す
る補助事業であり、県が実施する必要がある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成23 令和02 04 16

0202020115 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上産業デザイン活用促進事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 地域産業振興課 技術振興班 2246 羽川　彦禄 齋藤祐香

平成23 令和03

　県内企業が経営戦略として産業デザインを導入し付加価値の高い「売れる商品づくり」を行うこと　産業デザイン、製品開発、マーケティング等に関する専門的助言及び指導等を行う公的機関が県内
で、下請企業であっても提案型のものづくりを行える競争力の高い企業に成長を促す。には存在しなかったため、伝統的工芸品等産地関係者からは強い設置要望があった。以前は県工業技

術センターでデザインに関する助言・指導等を行っていたが、平成６年度末をもって担当部署が廃止
となったことで、伝統的工芸品等産地関係者は不便を感じていた。そこで、「あきた産業デザイン支
援センター」を設置することにより、産業デザイン、製品開発、マーケティング等に関する課題を抱
えている伝統的工芸品等をはじめとする県内製造業者等に対して、専門的な助言及び指導を行い、地 ● ○
域に根ざした産業の育成及び強化を図っていく。

公益財団法人あきた企業活性化センター

主に県内製造業者、デザイン関係事業者等　「あきた産業デザイン支援センター」については、平成２４年度までは、（財）秋田学術振興財団
に委託し、秋田公立美術工芸短期大学内に設置した。同短期大学の４年制化に伴う同財団の解散を受
け、平成２５年度より（公財）あきた企業活性化センターに業務を委託した。平成２７年度からは同

　①製品のデザイン、開発、製作技術に係る助言等、②市場開拓、販路拡大等のマーケティングに係センターの本来業務に位置づけ、補助事業として業務を実施している。同センターに設置したことに
る助言等、③国・地方公共団体等の補助事業への応募申請に係る助言等、④県内企業及び地方公共団より、マーケティングや販路等の相談と一貫して対応することが可能となり利便性が向上し、デザイ
体が実施する事業への参加・協力等、⑤産業デザインの普及・啓発、⑥その他、デザイン、マーケテン支援センターに関する認知度も飛躍的に向上している。
ィング等の向上に資することをあきた産業デザイン支援センターの事業として実施する。加えて、令
和２年度は県内２地区での移動相談、新商品開発に向けた県内産地の集中的支援に取り組む。

● ○ ○■ □ R02 03

● ○ ○ （一次評価結果）��平成２３年度から「あきた産業デザイン支援センター」を設置し、相談業務や産業デザイン普及
啓発業務を中心に行っているが、一定数の相談が寄せられており、産業デザインに対する意識の高まりが見られる。
県内の製造業者は単純下請（指示通りの生産）体制から、技術・生産方法を含めた提案型下請（自社製品を有する付

□ □ ■ □ 加価値増の企業）へ変化し、企業経営にデザインの視点を取り入れていく必要がある。そのため、継続して、産業デ
□ ザインの活用に向けた指導・助言や、普及啓発活等を行う必要がある。

　NPO法人アーツセンターあきたの共催で普及啓発セミナー「産業デザインセミナー」を開催し、デザインを取り入
　あきた産業デザインセンターの相談業務件数について、令和元年度は３７７件、平成３０年度は３ れた売上上昇の実例紹介等の普及啓発に取り組んだほか、県内３地区で移動相談を行い、デザイン支援センターの認

５４件と相談業務件数が増加しており、助言・指導窓口としてのセンターに対するニーズがあるもの 知度向上にも取り組んだ。

と考えられる。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

産業デザイン活用促進事業 県内製造業等を対象に、産業デザイン、製品開発、マーケティング等についての専門的指
01

導及び助言を行う。       8,943       9,518       9,561       9,561                                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                   8,943       9,518                             9,561       9,561

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      9,518       9,561      8,943       9,561                                    



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

相談及び企業訪問件数

● ○●相談及び企業訪問件数
●○ ○●○

○ ● ○　　　　
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○       300                     200       300                                         

       354                     377                                                  

○ ●ｂ／ａ   177% 125.7%     0%                               

○○ ○比較対象無し
令和01年度の効果 平成30年度の効果

産業デザイン活用促進事業実績報告書
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 4

　

○
○○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ○ ●

●                                                                                   

事業費の８割程度を人件費が占めているため、コスト縮減の効果の発現が小さい。                                                                                   

ａ／ｂ                                                 

平成２３年度から「あきた産業デザイン支援センター」を設置し、相談業務や産業デザイ○
ン普及啓発業務を中心に行っているが、一定数の相談が寄せられおり、作業デザインに対○ ○○ ● する意識の高まりが見られる。県内の製造業者は単純下請（指示通りの生産）体制から、
技術・生産方法を含めた提案型下請（自社製品を有する付加価値増の企業）へ変化し企業○
経営にデザインの視点を取り入れていく必要がる。そのため、継続して産業デザインの活

○ 用に向けた指導・助言や、普及啓発活動等を行う必要がある。

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
県内の製造業者は単純下請体制から、技術・生産方法を含めた提案型下請けへの脱却が求

○められており、あきた産業デザイン支援センターは、県内ものづくり産業の発展に貢献し
ている。 ○

○● ○ ○
あきた産業デザイン支援センターの令和元年度の相談件数は３７７件と平成３０年度の３
５４件から増加しており、ニーズは一定程度あるものと考えられる。

●

○○ ●
□ □ □

○■

県内の製造業者は単純下請け体制からの技術・生産方法を含めた提案型下請への脱却が求
められており、その課題解決を図る上で、県の関与は必要である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成30 令和02 04 27

0202020119 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上かがやく未来型中小企業応援事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化班 2231 羽川　彦禄 鎌田　晴香

平成30 令和04

　県内の中小企業が行うＩｏＴ等新技術の活用等による新規性の高い取組を促進し、その企業の経営　県内製造業の現状は、製品出荷額、従業員一人の当たり製造品出荷額、付加価値額、労働者一人当
基盤を強化することで、将来に渡る発展を促し県内経済の活性化を図る。たりの付加価値額の各指標で、全国の都道府県の中で４０位台の低位にあり、県内企業は新たな取組

による各指標の向上を図り、企業競争力を強化する必要がある。また、景気回復基調を背景とする求
人の増加が続く一方で、就労環境が良い首都圏への人材流出が続き、県内製造業では人材確保が困難
となっているほか、少子高齢化による労働人口の減少、熟練者の高齢化及び後継者の不在なども大き
な課題となっており、中小企業者が将来に渡り継続して発展するための新たな取組に対して支援する ● ○
必要がある。

県

県内中小企業　県内企業の多くは、出荷額だけでなく付加価値額も低くなっており、下請けに依存した産業構造が
読み取れる。ＩｏＴ等先進技術の普及・導入が進みつつある中、自社独自の製品開発や技術・品質向
上により他社と差別化するなど、新たな取組を行い自社の競争力の強化を図る必要がある。

　意欲をもって、IoT等先進技術の活用等により、自社の生産性の向上や経営力の強化を図ろうとす
る県内中小企業を「かがやく未来型中小企業」に認定し、当該企業の新たな取組をハード（設備導入
）・ソフト（人材育成、専門家活用等）両面から支援する。

● ○ ○■ □ R02 03

● ○ ○ 　意欲を持って、自社の生産性の向上や経営力の強化を図ろうとする県内中小企業を「かがやく未来型中小企業」に
認定し、当該企業の新たな取組をハード（設備導入）・ソフト（人材育成、専門家活用等）両面から支援することに
より、県内経済の活性化を図る。当事業は、「中小企業振興条例」の理念に基づいた事業であり、平成３０年度は２

■ □ ■ □ ９件の応募があった。これにより県内中小企業の新たなチャレンジのインセンティブになっていることから、引き続
□ き当事業を実施していく。

・新規事業投資、生産性改善のための投資、販路開拓等、今後も継続して、ハード・ソフト両面から

の幅広い支援対象とした制度を求める意見が多くあった。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

かがやく未来型中小企業応援事業 労働生産性及び付加価値額の向上を図るため、新商品の開発や新たな生産方法の導入に対
01

して支援する。     106,085      76,510      63,237      63,237      63,237                  372,307

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      372,307    106,085      76,510      63,237                 63,237      63,237

                                                                               

                                                                               

      117,771中小企業振興臨時対策基金     106,085       7,684                             4,002            

     68,826      59,235                63,237      63,237                  254,536



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

かがやく未来型中小企業採択件数

● ○○かがやく未来型中小企業として、新規性の高い取組をしている企業数
●○ ○●●

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○        16                      16        16         16                              

        20                      18                                                  

○ ●ｂ／ａ   125% 112.5%     0%     0%                         

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

地域産業振興課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○○● 0 3

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

　事業費の執行に当たっては、複数の見積書を徴することを条件としており、経費の削減                                                                                   
に努めながら事業に取り組んでいる。ａ／ｂ                                                 

　生産性向上や競争力強化を図ろうとする県内中小企業が行う経営基盤強化に向けた新規●
取組を促進していく事業であることから、継続して事業を実施する必要がある。○ ○○ ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　県内産業の現状は各種の指標において低位にあり、生産額、販売額、付加価値額を向上

○させていくことが重要である。そのためには、県内中小企業の経営基盤強化に向けた新規
取組を促進していく必要がある。 ○

●● ○ ○
　県内中小企業は、概して小規模・零細な企業が多く、新たなチャレンジに踏み出す際に
は設備投資、人材確保・育成、技術向上など様々な支援を求めており、こうした企業の自
主的な取組を促していくためには、ハード・ソフト両面で支援する必要がある。

○

○● ○
□ □ ■

○□

　県内経済の活性化及び雇用の場の創出は県政の喫緊かつ重要な課題であるため、市町村
単位ではなく全県規模で当事業を実施し、経営基盤の強化を図ろうとする企業を数多く生
み出す必要がある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和01 令和02 04 17

0202020129 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上技術コネクターハブ強化事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業技術センター 企画事業部 8623414 杉山重彰 熊谷健

令和01 令和05

産業技術センターが人や技術・設備を提供し、県内企業間を繋ぐハブの役割を果たすことによって、中小企業が、経済社会の激しい地殻変動・構造変化をビジネスにおける成長の機会とするために、優
企業間連携を促進し、新たな企業価値を創出する。その結果、事業化数や受注数の増加につなげる。れた技術・ノウハウを有する他の企業等との連携活動が重要になってきている。

● ○

県

県内企業中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化し、中小企業には、積極的なイノベーションが求められて
いる。この変化への有力な対応手段の一つが新事業進出であるが、技術の高度化と開発競争の激化な
どから新事業進出は年々厳しくなってきている。

常に最終製品の形態を意識し、そこで使われる技術や部品に関連した複数の企業に対し技術営業を行
うことで、産業技術センターが県内企業間を繋ぐハブとなり企業間連携を促進させる。また、分野の
異なる企業の出会いの場を提供するため、産業技術センターが事務局を務める１０の研究会が一堂に
会する機会（研究会フェスタ）を設ける。

● ○ ○■ □ R01 11

● ○ ○

□ □ ■ □
□

研究開発・設備投資負担の増加などから、新規事業進出が難しくなっているため、持てる経営資源や

機能を相互に提供・補完し合える企業間連携へのニーズは増大している。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

技術コネクターハブ強化事業 産業技術センターが人や技術・設備を提供し、県内企業間を繋ぐハブの役割を果たすこと
01

によって、企業間連携を推進し、新たな企業価値を創出する。                  6,945       7,553       7,553       7,553       7,553        37,157

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

       37,157                 6,945       7,553       7,553      7,553       7,553

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      6,945       7,553                 7,553       7,553       7,553        37,157



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

企業間連携に対する支援数

● ○○複数（２社以上）の企業が参加した共同研究の累計契約数
●○ ○●●

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○         3             6                   2          4         5                     

                                4                                                  

○ ●ｂ／ａ         200%     0%     0%     0%                   

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

産業技術センター調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 4

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

旅費等の支出を抑えるように努力している。                                                                                   

ａ／ｂ                                                 

事業の目標値である複数の企業が参加した共同研究についても初年度から４つ開始されて●
おり、新事業創出、新製品開発という企業側のニーズに対し、企業間連携という本事業の○ ○○ ○ アプローチがマッチした形となっている。継続して事業を推進し、開発製品の売上増なら
びに雇用の増加につなげていきたい。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
ＡＩやＩｏＴなど次々と新技術が現れ、それらを組み合わせた製品作りが必須となってい

○るが、一企業で幅広い分野をカバーすることは難しいため、企業間連携により不足する技
術力を補おうとする本事業の必要性は高い。 ○

●● ○ ○
単独では実現できない新たな技術・製品・商品の開発や新分野への進出を可能にできるた
め、本事業で企業間連携を推進する必要性は高い。

○

○● ○
□ □ ■

○□

企業間連携を促進するために、人や技術・設備、今までに培った県外企業・研究機関との
コネクションを提供することで、県内企業間を繋ぐハブの役割を産業技術センターが担う
必要性は高い。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和01 令和02 06 17

0202020132 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上中小企業・小規模事業者情報化促進事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課デジタルイノベーシ デジタルイノベーション戦略班 2245 小林　栄幸 池田　圭佑

令和01 令和03

　中小企業・小規模事業者のＩＣＴ導入・活用を促進し、県内企業の人手不足への対応とともに、生　県内企業の人手不足や働き方改革への対応が急がれる中、県内の中小企業・小規模事業者において
産性や付加価値の向上が図られている状態。は、情報化が進んでおらず、国のＩＴ導入補助金（Ｈ２８補正、Ｈ２９補正）の採択件数においても

、本県は全国ワースト１位であり、商工団体や地元金融機関との連携のもと、中小企業・小規模企業
の経営者の意識改革も含め、その底上げが必要である。

● ○

県

県内中小企業・小規模事業者、商工団体、金融機関、その他企業支援機関　全国的な人手不足が進んでいるとともに、新型コロナウイルスの影響により、リモートワークやウ
ェブ等を活用したサービス提供など、ＩＣＴの活用に対するニーズが高まっている。

　県内商工団体、金融機関、その他企業支援機関等が連携し、中小企業の経営改善等を推進する「中
小企業支援ネットワーク」内に「情報化推進ワーキンググループ」を新設し、関係機関の連携を強化
するとともに、支援機関の指導員等のＩＣＴスキルの習得と小規模事業者のＩＣＴソリューション導
入を積極的に支援する。

● ○ ○■ □ R01 07

● ○ ○ 　令和元年度より実施のため、昨年度の評価なし。

■ □ □ □
■ 商工団体等からの知事への要望（平成30年12月）

　「県内事業者のＩＣＴ活用に関する実態調査」により、ＩＣＴへの理解不足や人材・資金の不足、

身近な相談者が少ないことを要因として、県内事業者の多くが、ＩＣＴを充分に活用できていないこ

とがわかった。また、秋田県商工会連合会及び秋田県中小企業団体中央会から、中小企業・小規模事

業者の情報化の底上げに対する支援への要望が出されている。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

情報化推進ワーキンググループ運営事業 県内中小企業・小規模事業者の情報化推進による生産性の向上や新製品・新サービスの創
01

出等を図るため、商工団体や金融機関、業界団体等からなる連携体制を構築する。                    143         176         176                                 495

企業支援機関等ＩＣＴスキルアップ事業 県内中小企業・小規模事業者の情報化を促進するため、企業現場で経営課題に対応する経02
営指導員等のＩＣＴに関する知識習得等に資する研修を実施する。                  2,601       2,832       2,832                               8,265

小規模事業者ＩＣＴ活用促進事業 県内企業の人手不足への対応や働き方改革、生産性や付加価値向上を図るため、県内関係
03        10,646機関との連携により中小企業・小規模事業者のＩＣＴ活用を促進する。                 10,646                                             

県内産業情報化アクションプログラム事業 県内産業の情報化促進と県内ＩＣＴ企業の強化に向け、県内企業におけるＩＣＴやＩｏＴ
04 等情報技術の利活用状況等を把握し、施策の方針や具体の取組に反映する。                    1,282                 1,282                                  

                                                                               

                                                                               

       20,688                14,672                             3,008       3,008

自治体連携型持続化補助金         5,323                                                  5,323            

            0                                                                  

                                                                               

      9,349       3,008                 3,008                              15,365



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

国のＩＴ導入補助金の全体採択件数に対する本県の採択件数の割合

● ○●本県の採択件数／全体採択件数（％）
○○ ●○○

○ ● ○　指標１（ＩＴ導入補助金の採択数）は目標値を大幅に上回ったが、指標２については、
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6 企業支援機関等ＩＣＴスキルアップ研修の受講者数が１４名と目標値に届かなかった。

●       0.6                               0.3        0.7                              

                             0.51                                                  

○ ●ｂ／ａ         170%     0%     0%                         

○○ ○採択件数：全国43位
令和01年度の効果 平成30年度の効果

経済産業省
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○○● 0 3

企業支援機関等ＩＣＴスキルアップ研修受講者数

○スキルアップ研修の受講者数とする。

●●

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                  20                      25         20                              

　小規模事業者ＩＣＴ活用促進事業については、小規模事業者を対象とした別の補助金に                  14                                                               
統合し、窓口を一本化することで、利便性向上を図っている。ｂ／ａ                56%     0%     0%                   

不明

県独自集計 　本県におけるＩＴ導入補助金の採択事業者数は、前年度より増加したものの依然全国的○
な順位は低い。そのため、事業者のニーズを把握した上で、情報化推進ワーキンググルー○ ○● 0 3 ● プ等の活動を通して利用促進を図る。企業支援機関ＩＣＴスキルアップ事業については、
令和元年度のアンケートの回答内容を踏まえ、研修の開催方法を変更（連続する３日×２○
⇒連続する２日×３）し、対象者が参加しやすいよう改善する。

○

○

- - - - - -- - -

○
○

● ○ ○ ○
　人手不足や働き方改革のほか、新型コロナウイルスの影響に伴い、事業者によるＩＣＴ

○を活用した遠隔での事業実施やサービスの提供のニーズが高まっており、更なる支援が必
要であるため。 ○

○● ○ ○
　アンケート調査から、事業者のＩＣＴ活用を促進するためには、支援内容の充実ととも
に事業者に身近な支援体制の充実が必要なことがわかったため。

●

○○ ●
□ □ □

○■

　事業者のＩＣＴの利活用を促進するためには、事業者の経営課題に現場で対応する商工
団体や金融機関等との幅広い連携が必要であるため。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 05 18

0202020137 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上経営安定資金貸付事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 工藤　千里 村上忍

平成14 令和69

　経営に支障を来している県内中小企業者の円滑な資金調達及び経営の安定化を図るとともに、経済　経営安定資金は、経済情勢等の悪化により資金繰りに支障を来している県内中小企業者に対する円
の活性化を促進し、もって県経済の発展に寄与する。滑な資金供給を支援するものであり、地域に根差した中小企業者の産業経済基盤の再構築を図るため

には不可欠の融資制度である。

● ○

県が指定する金融機関

中小企業者　県内景気は回復しているが、人口減少や高齢化などの長期的な課題に加え、為替の動向や貿易摩擦
への警戒感も見受けられるため、県内中小企業者等の業績悪化や設備投資の抑制等が懸念される。

　指定金融機関への融資原資の預託及び信用保証料の一部補助により、事業資金を相対的に低コスト
で県内中小企業者に提供する。

● ○ ○■ □ R01 12

○ ● ○ （一次評価結果）��　経営安定資金は、経営に支障をきたしている県内中小企業者の資金需要に対する受け皿となっ
ており、今後も、国の経済対策や県内経済動向を注視しながら、制度の適切な運用に努めていく。

□ □ ■ □
■ 商工団体、金融機関

　経営に支障を来している県内中小企業者の資金需要に対する受け皿として適切に運用した。
　県の制度融資の利用状況は、東日本大震災復旧支援資金と緊急経済対策枠が全体残高の約３割を占

めており、これら両資金の借換の要望が多い。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

貸付金 通常分、緊急経済対策枠、特別改善枠、経営力強化枠及び借換枠
01

 22,518,000  17,561,000  14,789,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000              

保証料補助金 経営安定資金（通常分、緊急経済対策枠、特別改善枠、経営力強化枠、借換枠）保証料補02
助     166,300     105,817     123,655     124,000     124,000     124,000              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

              22,684,300  17,666,817  15,124,000  15,124,000 14,912,655  15,124,000

                                                                               

                                                                               

             貸付金元利収入  22,518,000  17,561,000  15,000,000             14,789,692  15,000,000

    105,817     122,963    166,300     124,000     124,000  15,124,000              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

経営安定資金利用件数

● ○○経営安定資金利用件数
●○ ○●●

○ ● ○経営に支障を来している中小企業者は一定数あり、本資金の需要は底堅いため、目標は達
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6 成されている。

○       400                     400       400        400       400                     

       457                     734                                                  

○ ●ｂ／ａ 114.3% 183.5%     0%     0%     0%                   

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

なし
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

貸付金については、融資状況を見ながら実際に預託する額を決定しており、効率的な予算                                                                                   
の執行に努めている。ａ／ｂ                                                 

経営安定資金は、経営に支障を来している県内中小企業者の資金需要に対する受け皿とな●
っており、今後も、国の経済対策や県内経済動向を注視しながら、制度の適切な運用に努○ ○○ ○ めていく。

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
経営に支障を来している県内中小企業者の円滑な資金調達等に貢献しており、妥当である

○。

○

○○ ● ○
借換に対するニーズは一定数あることから、妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

全国一律に行うべき制度であり、かつ、政策的要素が高いものであることから、県の関与
が必要であり、妥当である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 05 12

0202020145 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上商工団体組織活動強化事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 工藤　千里 佐藤　央紀

昭和36 令和69

　商工会や商工会議所にあっては、県内企業の厳しい経営環境を克服し活力ある成長発展を遂げられ　昨今の消費者ニーズや商慣行の変化に加え、大規模店舗の進出による商店街の衰退等で、地域商工
るよう、成長段階や経営課題に応じた多様な支援・指導を行い、経営の改善・発達を図るとともに、業者を取り巻く環境は大きく変化している。こうした状況に対し、地域の商工業者への多方面にわた
新規創業、経営革新に取り組む環境づくりを進める。また、中央会にあっては、組合制度を中心としる指導や情報提供は必要不可欠であり、各商工団体等に助成することで、経営指導員等が行う経営改
た組織を活用して、中小企業者の安定的な経済活動の機会を確保し、他の組織や人材との連携を円滑善普及事業や中小企業団体育成指導の実施体制の整備を図る必要がある。
化させ、新産業の育成に繋げる。

○ ●

各商工会議所、各商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会

地域商工業者　県内中小企業を取り巻く環境は依然として厳しく、小規模・零細企業ほど事業承継や製品の高付加
価値化などの課題を抱えており、地域の業界や商工団体による育成・経営指導を通して、本県経済の
活性化を図ることが重要である。

経営指導員等による地域商工業者及び中小企業組合の経営改善発達を支援する次の事業の実施・中小
企業等に対する経営支援のための事業（相談・指導・調査研究等）・中小企業等の人材を育成するた
めの事業（講習会・講演会・個別教育等）・地域社会の振興に資するための事業（特産品開発、販路
拡大、地域密着事業等）等

● ○ ○■ □ 00

○ ● ○ （一次評価結果）��各商工団体の事業内容等を精査し、地域の商工業者にとってより効果の高い事業展開を図りなが
ら、地域経済の活性化につながるよう、支援していく。

□ □ ■ □
□ 商工団体

経営相談業務、金融斡旋、経理指導のほか、地域の活性化や販路開拓、事業承継、外国人労働者の受

入れに関する事業についても期待されている。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

中央会補助金 中央会の事業費、指導員等の設置費および活動費への補助
01

    132,088     133,009     131,600     131,600     131,600     131,600              

商工会等補助金 商工会および商工会連合会の事業費、経営指導員等の設置費および活動費への補助02
  1,206,795   1,212,757   1,219,200   1,219,200  12,192,000  12,192,000              

商工会議所補助金 商工会議所の事業費、経営指導員等の設置費および活動費への補助
03                  304,460     302,510     300,800     300,800     300,800     300,800

                                                                               

                                                                               

                                                                               

               1,643,343   1,648,276  12,624,400  12,624,400  1,651,600   1,651,600

                                                                               

                                                                               

                                                                               

  1,648,276   1,651,600  1,643,343   1,651,600  12,624,400  12,624,400              

13414
四角形

13414
タイプライターテキスト
R1

13414
タイプライターテキスト
4



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

商工会の経営指導員の小規模事業者に対する指導割合

● ○○経営指導員の巡回指導の実指導企業数÷小規模事業者数（％）
●○ ○●●

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○        70            70        70        70         70        70                   70

        82                      77                                                  

○ ●ｂ／ａ 117.1%   110%     0%     0%     0%     0%             

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

商工会等補助金実績報告書
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 4

○
●○

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

　補助金交付要項で費用対効果や経費節減について促し、補助申請時の実施計画書の精査                                                                                   
を通して経費の節減に努めているが、補助経費に占める人件費の割合が高いことから、そｂ／ａ                                                 
の効果は限定的なものとなっている。

各商工団体の事業内容を精査し、地域の商工業者にとって、より効果の高い事業展開を図●
りながら、地域経済の活性化につながるように支援していく。● ○○ 0 0 ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
小規模事業者の経営環境は厳しいことから、企業体質の強化を図るとともに、新規創業や

○事業の安定的な継続を支援する必要がある。

○

○● ○ ○
商工業者の商工団体へのニーズは、災害対策や感染症対策を含め、専門化、多様化してお
り、適切な対処が必要である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

商工業者への支援は県内全域で統一的に提供されるべきものである。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 28

0202020147 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上企業競争力強化事業
持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化01

産業労働部 地域産業振興課 ものづくり振興班 2241 羽川　彦禄 細谷　優介

平成24 令和69

　県内中小企業の付加価値生産性が向上し、競争力をつけることで、新規の受注を獲得する。これを　震災の影響によるサプライチェーンの見直しや海外調達へのシフト、国際競争の激化による受注悪
積み重ねて、県内中小企業の出荷額増加に結びつける。化、自動車メーカーの東北での部品現地調達活発化という環境の変化の中で、県内中小企業の出荷額

を増加させるためには、付加価値生産性を向上させ、海外・県外企業に対する競争力を強化し、新規
の受注を獲得する必要がある。

● ○

県、（公財）あきた企業活性化センター

県内中小企業者等　一部の企業では業績が回復するなど景気が好転してきていると見られるが、県内中小企業には必ず
しもその効果が及んでいない。また、県外企業との競争の激しさは変わっておらず、円高傾向から海
外からの受注環境も更に厳しさを増している。

　企業の自発的な経営革新の取組を支援するとともに、研究開発コーディネーターによる新事業の萌
芽から実現までの一貫した支援、販路開拓や、専門的で高度な課題解決のための相談等に対応できる
体制を整える。

○ ● ○■ □ H30 03

● ○ ○ （一次評価結果）��　国内需要の縮小や大企業の海外展開等による県内中小企業の事業環境の厳しさは依然継続して
いる。このような状況下で県内中小企業が受注を獲得するためには、県内企業が受け身の姿勢を脱却し、独自技術の
獲得や独自性のある製品開発等によって付加価値生産性を高め競争力をつける必要がある。したがって、充実した企

□ □ ■ □ 業相談体制の整備や企業の体質強化へ向けた各種支援施策を備えた本事業は、継続して実施する必要がある。
■ 企業訪問時に聴き取り

　（１）取引先からのコストダウン要求に応えるため、生産現場の改善により原価低減を図りたいと

いう企業が多い。（２）技術力の向上のほかマッチングまで支援してほしいという企業が多い。（３

）経営等に関する専門性の高い課題解決のため、相談対応窓口や専門家を活用したいという企業が多

い。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

企業相談事業 企業が抱える高度で専門的な課題を解決するため、相談体制を整備し支援する。
01

      3,343       2,105       2,249       2,249       2,249       2,249              

販路拡大支援事業 県内企業の販路開拓支援を通じて、経営の下支え及び体力の強化を図る。02
     23,888      24,024      22,744      22,744      22,744      22,744              

団体連携等推進支援事業 県内企業等や工業団体等の連携強化を図るため、各団体等が自主的に実施する取組に対し
03              支援する。       1,014       1,298                                             

事業化プロデュース事業 研究開発コーディネーターを配置し、新事業の萌芽からその実現までの一連の企業活動を
04 支援する。      16,287                   36,997      28,420      16,287      16,287      16,287

                                                                               

                                                                               

                  65,242      55,847      41,280      41,280     41,280      41,280

電源立地地域対策交付金                   11,395      11,395      11,395     22,950      21,390      11,395

                                                                               

             地域活性化対策基金繰入金等      42,292          26          10          10         10          10

     34,431      29,875          0      29,875      29,875      29,875              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

企業訪問及び来庁対応による技術等相談件数

● ○○研究開発コーディネーターが企業訪問等により相談・指導等を行った企業数
○● ○○●

○ ● ●
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○       360                     600       600                                         

       696                     728                                                  

○ ●ｂ／ａ   116% 121.3%     0%                               

○○ ○比較対象なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

地域産業振興課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 4

訪問企業数

○販路開拓アドバイザー等が発注情報等を得るために訪問した企業数

●●

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○       800        800                     800                                         

　令和元年度で「団体連携等推進支援事業」を終了するなど、事業内容について見直しを       939       650                                                               
行い、コスト縮減に取り組んでいる。ｂ／ａ       117.4%  81.3%     0%                         

なし

（公財）あきた企業活性化センターからの事業報告 　国内需要の縮小や大企業の海外展開等により県内中小企業の事業環境は依然厳しさを増●
しており、県内中小企業はその状況を的確に把握し、柔軟に対応していく必要がある。こ● ○○ 0 4 ○ のような状況の中、県内中小企業が受注を獲得するためには、独自技術の獲得や独自性の
ある製品開発等によって付加価値生産性を高め競争力をつけることが求められている。し○
たがって、県内企業からの要望に応じ、生産改善や経営等に関する助言及び販路の開拓と

○ いった多面的な企業支援が可能である本事業は、今後とも継続して実施していく必要があ
る。○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　景気の緩やかな回復基調により一部の企業では業績の回復が見られるが、県内企業にお

○いては必ずしも効果が及んでいるとは言えず、引き続き支援を継続する必要がある。

○

●● ○ ○
　県外企業との競争は依然として厳しい状況であり、本事業による企業の生産性向上、販
路拡大、事業化支援に向けた中小企業支援機関による相談体制の整備や各種支援は、県内
企業のニーズが高い。

○

○● ○
□ □ ■

○□

　中小企業振興条例において、県は中小企業の経営基盤強化を図るため、相談及び支援体 自己評価の「Ａ」をもって妥当とする。
制の整備に必要な施策を講ずることとされており、国などによる他の企業支援施策も併せ
て活用しながら、県内企業の競争力の強化に取り組んでいく必要がある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成26 令和02 05 08

0202020201 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上事業承継推進事業
将来を見据えた起業の促進と事業承継の推進02

産業労働部 産業政策課 団体・金融班 2215 工藤　千里 木阪　雅則

平成26 令和99

　中小企業者が事業承継について認識し、計画的に円滑な事業承継を行えるよう、県内の事業承継に　本県経済の発展に極めて重要な役割を担っている中小企業の多くが、経営者の高齢化に伴い世代交
関する環��境整備を行うこととする。代の時期��を迎えており、雇用の確保や優れた技術、ノウハウ等の貴重な経営資源を継承する上でも

、後継者の確保及び��円滑な承継が大きな課題となっている。

● ○

県

中小企業者　経営者の平均年齢や後継者不在率が高い本県においては、早急に事業承継を進めることが喫緊の課
題である��が、平成２６年度に実施したアンケート調査の結果、事業承継の準備をしていないとの回
答が約半数を占めた��ことから、事業承継に係る意識の醸成を図り、実際の事業承継まで結びつける

①事業承継ワーキンググループにおける事業承継に係る情報の共有、支援スキルの向上。②中小企業ことが必要となる。
者の事業��承継に係る意識の醸成を図るため、国事業活用による事業承継セミナー等の開催。③事業
承継に関する相談窓��口機能強化のため、事業承継相談推進員の設置。④円滑な事業承継のため、国
事業活用による後継者のスキル��アップを図る講習会の開催。⑤後継者不在企業と後継希望者のマッ
チングを加速させるため、来秋費用の一部��補助

● ○ ○■ □ H31 01

○ ● ○ （一次評価結果）��　経営者の平均年齢や後継者不在率が高い本県においては、早急に事業承継を進めることが喫緊
の課題であることから、引き��続き本事業により事業承継の円滑化を図っていく。また、国においても事業承継は重
要な課題であると位置付けられ、事業承��継に係る支援策に対する予算措置もなされているため、国の事業をフルに

□ □ □ □ 活用しつつ、商工団体等の各支援機関との連携を深��めながら、適切な対策の実施に努めていく。
■ 帝国データバンク全国調査

　従来からの案件掘り起こしのほか、国の事業を活用して中小企業者との面談機会を増加させたことから、指標目標
　後継者不在率は67.8％（全国平均66.4％：H30.10月調べ）、社長平均年齢は61.7歳（全国平均59.7 は達成し��ている。商工団体等の各支援機関との連携についても、ワーキンググループ会議等で話し合うことにより

歳：��H31.1月調べ）といずれも全国平均を上回っており、更に推進していく必要がある。 図られており、事業��承継完了に結びついている。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

事業承継ワーキンググループ活動事業 県、金融機関、商工団体等で組織する事業承継ワーキンググループ会議において研修会等
01

を��開催し、事業承継に関する専門的知識及び技術の向上を図る。         177          32         274         274         274         274              

事業承継相談推進事業 事業承継相談推進員の設置に要する経費の補助03
      8,912       6,067       6,998       6,998       6,998       6,998              

事業承継マッチング支援事業 県外在住者が後継者不在企業とのマッチングのために来秋する際の旅費に対する補助
05                      172          76         348         348         348         348

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                   9,262       6,175       7,620       7,620      7,620       7,620

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      6,175       7,620      9,262       7,620       7,620       7,620              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

事業承継相談推進員による相談受付企業数

● ○●事業承継相談推進員が中小企業から事業承継に関する相談を受け付けた数（月
●○ ○●２０件��×１２か月） ○

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○        96                     144        96         96        96                     

       185                     199                                                  

○ ●ｂ／ａ 128.5% 207.3%     0%     0%     0%                   

○○ ○
令和01年度の効果 平成30年度の効果

事業承継相談推進員設置団体からの実績報告
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

●○●○ 0 4

○
○○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ● ○ ○

○                                                                                   

  前年度までのニーズの掘り起こしの結果、事業承継支援に関する状況の把握が進み、よ                                                                                   
り少な��いコストで効率的な支援の取組が可能となった。ａ／ｂ                                                 

　経営者の平均年齢や、後継者の不在率が高い本県では、事業承継円滑化の取り組みをす●
すめ��て、産業の持続的な成長を促す必要性が高いため、引き続き事業承継の支援を行っ○ ○○ ○ ていく。ま��た、国においても事業承継事業は重要課題と位置づけられており、平成３０
年度からは事業承継��支援に係る予算措置もなされているため、国からの支援も活用しつ○
つ、秋田県の課題解決を推進��していく。

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
 経営者の高齢化と後継者不在は、中小企業が有する技術等の貴重な経営資源の承継や雇

○用の維持��において、深刻な問題であり、本事業は必要なものと考えられ、妥当である。

○

○● ○ ○
　社長平均年齢が高いとされている秋田県では、事業承継の問題がさらに顕在化し、ニー
ズは増��大していくことが予想されるため、妥当である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

　秋田全県の中小企業者を対象に市町村の枠を超えた事業承継のみならず、他県在住の後
継者を��マッチングさせることも必要なため、全県一律に環境整備を行える県の関与が必
要と考えるため��妥当である。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 24

0202020202 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上あきた起業促進事業
将来を見据えた起業の促進と事業承継の推進02

産業労働部 商業貿易課 商業・創業支援班 2244 鎌田雅人 松嶋亜紀

平成22 令和69

起業家意識醸成から起業準備、起業、起業初期段階までの各段階を貫いた、切れ目のないパッケージ　新たな地域産業の創出による地域経済の活性化と、若年層を中心とした雇用を増加させるため、新
型支援をより全県域で展開できるよう、地域の商工団体等と連携して事業を実施することにより、起規起業者を増加させ、その後の企業としての安定的成長を確実なものとする。
業者増加による地域経済活性化と開業率上昇が図られている。

● ○

県、秋田県商工会連合会、各商工会議所等

起業を考えている者、起業して間もない者　国は、国内における開業率を欧米並みの１０％台に引き上げる目標を掲げ、産業競争力強化法によ
り、地域の創業を促進させる施策として、市区町村が民間事業者と連携し、創業支援を行っていく取
組を応援することとしており、Ｈ３０年度末までに県内１８市町の創業支援等事業計画が認定され、

　高校生や大学生に対する起業家意識の醸成や、若者や女性、シニアなど幅広い層に対する起業に要起業・創業の気運が醸成されつつある。このような中、県においても市町村、商工団体及び金融機関
するスキル習得塾、起業に向けた個別サポート、起業時に必要とする初期投資費用や人件費等への補等の起業支援機関が連携し、支援体制の強化を図りながら、地域における創業者の支援を行い、地域
助を行うとともに、起業の相談に対応できる人材の育成等を行い、起業しやすい環境を整えることでの活性化・雇用の確保に繋げていく必要がある。
、開業率の向上に繋げていく。

○ ● ○■ □ R01 06

● ○ ○ （一次評価結果）��起業塾等を活用した起業が増加しているものの、小規模の起業が多く雇用に至っていないため、
それらに対しフォローアップを行いながら新規雇用に結びつけ、開業率の向上につなげていく。更に起業しやすい環
境整備を図るため、起業への意識醸成から起業後のフォローアップまで切れ目のない支援を引き続き取り組む。また

■ □ □ □ 、起業による若者の県内定着やＡターンを促進する取組を併せて実施する。
□

　県内における起業促進を図るため、起業塾を９回開催したところ、１８７人が受講している。また、起業前・起業
　起業希望者からの相談を受けた際、起業のための費用や起業に必要なスキルの習得がネックとなる 直後の者延べ７４人に対し、起業及び新規雇用に結び付けるため、専門家等による個別のサポートを実施した。

ため、それを解決するための支援を求める意見が複数あった。また、商工団体等からは、起業希望者

に応じたきめ細やかな支援が必要との意見があり、今後も切れ目のない起業支援を実施する必要があ

る。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

起業家育成事業 起業を目指す幅広い層を対象に起業家意識を醸成するとともに、起業に必要な基礎知識等
01

の習得を図るため、起業に関するセミナー等を開催する商工団体等に助成する。       4,098       4,110       3,660       3,660       3,660       3,660              

起業塾受講者等個別サポート事業 起業スキル習得塾受講者等で、起業前又は起業初期段階の者に対し、個々の課題解決を図02
るため、専門家等による個別サポートを行う商工団体に助成する。       2,100       1,800       1,800       1,800       1,800       1,800              

起業支援事業 起業に要する経費のうち、補助対象経費の１／２以内で、通常枠は最大１００万円、Ａタ
03              ーン起業・移住起業枠は最大２００万円まで助成する。      16,293      16,042      15,359      15,359      15,359      15,359

インキュベーション・マネージャー養成支援起業相談・支援の専門知識を持った人材を育成するため、商工団体職員が（一財）日本立
04 事業 地センター主催の「ＩＭ養成研修」を受講する費用を助成する。                                 289         464                                  

起業支援事業（地域課題解決枠） 起業に要する経費のうち、補助対象経費の１／２以内で、最大４００万円まで助成する。05
                             28,795      28,795      28,795     17,148      28,795

ふるさと起業家応援事業 ふるさと納税を活用し、地域課題の解決等につながる優れた事業計画を有する起業者の円06                    7,799                 7,799       7,799      5,497       7,799滑な資金調達及び顧客の獲得を支援する。

                  22,780      45,061      57,413      57,413     57,413      57,413

地方創生推進交付金                   15,448                             6,468      11,306            

                                                                               

                                                                               

     33,755      41,965     16,312      57,413      57,413      57,413              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

開業率

● ○●県内の開業率（雇用保険新規適用事業所数／前年度末現在の雇用保険適用事業
○○ ●○所数） ○

○ ● ○起業塾等を活用した起業が増加しているものの、小規模の起業が多く、従業員を雇用する
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6 までに至っていないため、それらに対しフォローアップを行い、経営の安定化を支援する

ことにより新規雇用に結びつけ、開業率の向上につなげていく。 ●       3.5                     3.1       3.3                                         

       2.6                     2.5                                                  

○ ●ｂ／ａ  83.9%  75.8%     0%                               

○○ ○Ｒ１年度の開業率　全国４．２％
令和01年度の効果 平成30年度の効果

秋田労働局「雇用保険産業別適用状況」
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○●○ 0 5

統一的傾向を把握できる効果指標を設定しがたいため

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

起業に係る補助金について、地域課題解決に取り組む起業者に対し手厚く支援するととも                                                                                   
に、既存制度の補助額を見直すなど、適切なコスト配分を行っている。ａ／ｂ                                                 

起業塾等を活用した起業が増加しているものの、小規模の起業が多く、雇用に至っていな○
いため、それらに対しフォローアップを行いながら新規雇用に結びつけ、開業率の向上に○ ○○ ● つなげていく。更に起業しやすい環境整備を図るため、起業への意識醸成から起業後のフ
ォローアップまで切れ目のない支援を引き続き取り組む。また、起業により若者の県内定○
着やＡターンを促進する取組を併せて実施する。

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
県内の開業率は、全国や東北各県に比べ依然として低い状況にある。地域経済の活性化や

○新規雇用創出を図るためには、県内各地において起業を促進することが重要である。

○

○● ○ ○
起業を実現するため、起業塾や起業支援に係る補助金等を活用し、新規起業を実現してい
る者、また、起業支援に係る補助金への応募者が増加している。

●

○○ ●
□ □ □

○■

県内各地での起業を促進するため、起業を目指す者に対し、起業家意識の醸成から起業後
のフォローアップまで切れ目のない支援を行うためには、県及び県内各地を管轄する商工
団体等が連携して実施する必要がある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成30 令和02 04 24

0202020303 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上攻めのサービス産業等応援事業
多様化する消費者ニーズや物流に対応した商業・サービス業の振興03

産業労働部 商業貿易課 商業・創業支援班 2244 鎌田雅人 松嶋亜紀

平成30 令和02

自社の強みやＩｏＴ等の先進技術を活かした新事業の創出を促進し、更なる成長を目指す中小企業を少子高齢化の進行や人口減少に伴い県内マーケットが縮小し、また、第４次産業革命が進展する中に
支援することにより、県内産業の活性化が図られている。あって、商業・サービス業の振興を図るためには、今後成長が見込まれる分野への進出や販路拡大、

ＩｏＴ等の先進技術を活用した生産性や付加価値の向上、新たな商品・サービスの創出を促進する必
要がある。

● ○

県

県内中小企業商品販売額だけでなく付加価値額も低くなっており、経営の効率化が必要だと読み取れる。企業にと
って厳しい経済状況が続き、厳しい経営環境の長期化により、県内企業は疲弊している。また、先行
きも不透明であることから、新たな取り組みに踏み出すことができない企業が多い。自社独自のサー

県内中小企業が行う自社の強みやＩｏＴ等の先進技術を活かした新事業の創出等の取組に係る経費のビスを開発したり、自社の販売手法や品質を改善して他社と差別化するなど、新たな取組により自社
一部を補助する。の競争力の強化を図る必要がある。

● ○ ○■ □ H31 03

● ○ ○ （一次評価結果）��意欲を持って自社の強みやＩｏＴ等の先進技術を活かした新事業に取り組む企業を、ハード（設
備導入）・ソフト（専門家活用等）両面から支援することにより、その企業の競争力を高め、付加価値向上を図るこ
とによって、県内経済の活性化が図られ、また、県内中小企業の新たなチャレンジのインセンティブになっているこ

□ □ ■ □ とから、引き続き当事業を継続していく。
□

　自社の強みやＩｏＴ等の先進技術を活かした新たな事業に取り組む県内中小企業１０社に対し助成した。
県内中小企業から支援制度について相談を受けた際、中小企業にとって販路拡大や新技術の導入等に

挑戦したいと思っていても費用負担が大きいため、そうした取組に対する支援を求める意見が複数あ

った。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

攻めのサービス産業等応援事業 県内に事業拠点を有する中小企業者が実施する自社の強みやＩｏＴ等の革新技術を活かし
01

た新規性の高い取組を支援する。      19,815      20,890         288                                         40,993

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

       40,993     19,815      20,890                               288            

                                                                               

                                                                               

       15,177中小企業振興臨時対策基金       7,911       7,002                               264            

     13,888          24     11,904                                         25,816



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

新たなサービスの創出件数

● ○○新たなサービスを創出した企業数
●○ ○●●

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○         9                       9         9          9                              

         9                       9                                                  

○ ●ｂ／ａ   100%   100%     0%     0%                         

○○ ○なし
令和01年度の効果 平成30年度の効果

商業貿易課調べ
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

●○○● 0 3

○
○○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ● ○ ○

○                                                                                   

補助率について、小規模企業者には手厚く支援する配慮をし、適切なコスト配分を行って                                                                                   
いる。また、より多くの企業を支援するために補助対象経費について事前に精査を行ってａ／ｂ                                                 
いる。

自社の強みやＩｏＴ等の先進技術を活かして新事業に踏み出す意欲のある企業の取組を支○
援することにより、その企業の競争力を高め、付加価値向上を図ることによって、県内経○ ○○ ○ 済の活性化が図られる。昨年は１４件の応募があり県内中小企業の新たなチャレンジのイ
ンセンティブになっている。��本事業は、令和２年度で終了としているが、他の支援制度○
と支援対象等を精査した上で、かがやく未来型中小企業応援事業にて、引き続き支援して

○ いく。��※令和２年度実施内容は、令和元年度に採択となった企業の継続事業分のみの支
援となっている。●

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
県内産業の現状は、各種の指標で低位であり、販売額、付加価値額等を向上させていくこ

○とが重要である。そのためには、県内中小企業の競争力強化に向けた新たな取組を促進す
ることが重要である。 ○

●● ○ ○
県内の中小企業は小規模な企業が多く、新たなチャレンジに踏み出すための設備投資への
支援や販路拡大への支援等、多岐にわたる支援を求めており、企業の自主的な取組を促進
していくためにはこういった取組を支援する必要がある。

○

○● ○
□ □ ■

○□

県内マーケットが縮小する中、県内企業が競争力強化を図るためには、既存の事業エリア
を超えたビジネス展開を促進する必要があるため、市町村単位ではなく県で実施する必要
がある。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 平成23 令和02 04 27

0202020401 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上伝統的工芸品等振興事業
歴史に磨かれた伝統的工芸品等産業の活性化04

産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化班 2231 羽川　彦禄 小野　雅志

平成23 令和69

　第３期あきた伝統的工芸品等産業振興プランで明示された課題解決のための対策事業を、県、市町　県内の伝統的工芸品等産業は、生産額、従事者、企業数が減少傾向にあり、後継者の育成や確保も
村、産地等が一体となって展開し、後継者の育成・確保及び産地等の活性化を図り、売上げの増加等難しい状況にある。需要低迷、後継者難等の問題に対処するため、「第３期あきた伝統的工芸品等産
をめざす。業振興プラン」に基づき、総合的な支援策を実施することで、伝統的工芸品等産業及び産地等の活性

化を図る必要がある。�

● ○

　県

　伝統的工芸品等産地組合、事業者、市町村　国民のライフスタイルの変化により伝統的工芸品と消費者ニーズが乖離していることや、大量生産
方式による安価な生活用品の普及により比較的高価である伝統的工芸品が敬遠されていることにより
、伝統的工芸品に対する需要が低迷している。

　秋田県伝統的工芸品等振興補助事業を実施し、産地等や市町村が主体的に実施する事業を支援する
とともに、首都圏での県内伝統的工芸品の販売を促進するため、展示会の費用を負担する。また、秋
田県伝統的工芸品の製造に従事する一定以上の技能等を有する者を「秋田県認定工芸士」等として認
定し称号を授与することで、社会的な評価、従事意欲、技術の向上を高めるとともに、後継者の育成
と次代への継承を図る。

● ○ ○■ □ R02 02

● ○ ○ （一次評価結果）��伝統的工芸品産業は、貴重な地場産業かつ地域文化であることから、平成２９年度に策定した「
第３期あきた伝統的工芸品等産業振興プラン」に基づき、今後も市町村や産地とともに産業振興に積極的に取り組ん
でいく。

□ □ ■ □
■ 秋田県伝統的工芸品等振興協議会での意見交換等

　伝統的工芸品等の製造に直接従事する後継者の育成・確保、商品開発、販路拡大及び原材料確保等

への取組が活発になってきており、引き続き支援を求める声が多い。

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

伝統的工芸品等振興補助事業 　地域の実情に応じて自らの課題の克服のため、市町村及び産地が実施する事業の経費の
01

一部を補助する。       7,541       7,269       7,200       7,200       7,200       7,200              

全国伝統的工芸品展等負担金 　県内の伝統的工芸品の首都圏での販売拡大を図るため、（一財）伝統的工芸品産業振興02
協会が主催する展示会の費用を負担する。       1,649       2,139       1,726       1,726       1,726       1,726              

伝統的工芸品等産地間連携事業 　伝統的工芸品等の各産地関係者の連携を図るため、秋田県伝統的工芸品等産業振興協議
03              会を主催する。また、あきた伝統的工芸品等産業振興プランの実施状況を確認する。          25          24          67          67          67          67

伝統的工芸品等海外展開促進事業 　フランス国パリで伝統的工芸品等のプロモーション活動を行い、海外販売展開の足がか
04 りとする。また、アドバイザー派遣や海外展開に取り組む産地への支援を行う。                               6,637                                             

秋田県伝統工芸士認定事業 　人材の育成・確保を図るため、秋田県伝統的工芸品の製造に従事する一定以上の技能等05
             を有する者を秋田県認定工芸士等として認定し称号を授与する。                    373         373         373        139         373

                                                                               

                  15,852       9,571       9,366       9,366      9,366       9,366

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      9,571       9,366     15,852       9,366       9,366       9,366              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

秋田県伝統的工芸品等振興補助金の補助件数

● ○●年度中に採択された補助件数
●○ ○●○

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○        11                      11        11         11                              

        14                      12                                                  

○ ●ｂ／ａ 127.3% 109.1%     0%     0%                         

○○ ○　比較対象無し
令和01年度の効果 平成30年度の効果

　実績値
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○○○● 0 3

○
●○

○ ○
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○                                                                                   

　コスト縮減に取り組むため、連続した３カ年度の合計額５００万円を補助限度額とする                                                                                   
海外展開枠を令和元年度から廃止している。ａ／ｂ                                                 

　伝統的工芸品産業は、貴重な地場産業かつ地域文化であることから、平成２９年度に策●
定した「第３期あきた伝統的工芸品等産業振興プラン」に基づき、今後も市町村や産地と○ ○○ ○ ともに産業振興に積極的に取り組んでいく。

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　ライフスタイルの多様化や大量生産された安価な生活用品の普及などの環境変化に対応

○していくためには、「第３期あきた伝統的工芸品等産業振興プラン」に掲げる販路拡大・
魅力向上等に取り組む必要があり、本事業はこのプランに基づき実施されているものであ ○
る。

●● ○ ○
　新商品開発や国内外の展示会への出展などの取組が活発になっている。また、国内では
伝統的工芸品等の良さが見直され、海外では日本のものづくりに対する注目が高まってい
る。

○

○● ○
□ □ ■

○□

　「第３期あきた伝統的工芸品等産業振興プラン」において、県、市町村及び産地等が一
体となって産業振興に取り組むこととしており、これら関係者の調整を県が行う必要があ
るほか、市町村や産地等への支援を行うことが県の役割とされている。



(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和02 令和02 04 28

0202020501 社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略

02 中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上食品事業者基盤強化事業
食品製造業の競争力強化05

産業労働部 地域産業振興課 食品工業班 2224 羽川　彦禄 寺岡　徹

令和02 令和99

　県内食品製造事業者の事業活動を担う人材が多数育成され、商品開発力と製造管理レベルが向上す　本県の製造業全体に占める食料品・飲料等の製造品出荷額等の割合は、県内第２位であるが、全国
るとともに、生産性向上等による製造環境の整備が進んでいる。また、事業拡大や事業者間連携が促や東北各県に比べ低迷している状況にある。この状況を克服するためには、食品製造事業者の事業活
進され、事業基盤と競争力の強化が図られている。動の中核を担う人材の育成や、生産性や付加価値の向上に向けた製造環境の整備のほか、地域資源の

活用などによる事業拡大に向けた取組等を支援することにより、県内食品製造事業者の事業基盤を強
化し、競争力を高める必要がある。

● ○

県、食品製造事業者　等

食品製造事業者　近年の低迷の要因としては、量販店や県外大手メーカーの県内市場参入に伴う低価格化、人口減少
等による市場規模の縮小や事業所数減などが考えられる。そのため、経営や製造の基盤強化や生産性
の向上などの観点で、人材育成・製造現場・事業活動拡充などの支援を行い、地域や産業を牽引する

１．食品製造事業者を対象とした人材育成講座の開催　２．食品製造現場における生産性向上等の改ような地場企業を育成するとともに、食品製造事業者の事業基盤と競争力の強化を図ることが求めら
善活動の導入を支援　３．加工機能や生産性の向上に向けた機械設備の県内受発注促進　４．食品製れている。
造事業者の事業拡大を支援するコーディネーターの配置　５．支援機関との連携と各種施策や情報の
活用

● ○ ○■ □ R01 12

● ○ ○ （一次評価結果）��　当事業により、県内の食品産業を担う人材を育成するとともに、食品事業者の生産性及び加工
技術等の向上を一体的に支援することで、低迷する本県食品産業の競争力を着実に強化し、活性化を図ることができ
る。食品事業者からのニーズも高く、今後も当事業の継続が必要である。

■ □ □ □
■ 企業及び関係機関からの情報収集等

　人材育成講座の実施、生産性向上のための改善活動への支援、専門員配置への支援による事業者間連携の促進等を
・人材育成面でのバックアップ　・商品開発スキルを高めるための支援　・県内食品関係事業者の連 継続実施した。

携強化　・機械設備への補助　・生産性向上の取組への支援　・県外への販路拡大の支援

0 53 0 0 1 0 30 2 0 4

食品産業人材育成事業 県外市場への展開を目指すマーケティングノウハウや、生産性向上等に資する製造管理手
01

法等に関する人材育成等講座を実施       3,538       3,169       3,448       3,448       3,448       3,448              

食品事業者生産性向上支援事業 トヨタ自動車東日本(株)の協力のもと、食品製造現場における改善活動を支援するととも02
に、その活動を普及啓発する       2,402       1,712       1,192       1,192       1,192       1,192              

食品加工機器県内受発注促進事業 食品加工機器等の整備や県内受発注の促進に向けて相談窓口を設置するとともに、県内食
03              品加工機器製造・整備事業者の情報を掲載した冊子を作成、配布する                             1,449       1,449       1,449       1,449

食品事業者躍進支援事業 地域に密着し経済・雇用を支えていくことが期待される食品製造事業者の事業拡大に向け
04 、取組を支援するコーディネーターを配置する      11,255                                          5,255      11,255      11,255

食品事業者連携支援事業 県内食品事業者のマッチングや商品戦略等をアドバイスする専門員の配置を支援05
                   4,901                                        4,711            

－ その他合計－                               7,829                            11,149            

                  18,670      20,741      17,344      17,344     11,344      17,344

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金(R1)地方創生推進交付金(R2～R4)                    2,519       4,519       4,519                 5,556            

                                                                               

                                                                               

     15,185       8,825     18,670      12,825      12,825      17,344              



７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

食料品・飲料等の製造品出荷額等（単位：億円）

● ○●秋田県工業統計調査のうち食料品と飲料等の製造品出荷額等の合計
●○ ○●○

○ ● ○
30 01 02 03 0 4 0 5 0 6

○     1,290                   1,260     1,280      1,300                              

                                                                                   

○ ●ｂ／ａ     0%     0%     0%     0%                         

○○ ○－
令和01年度の効果 平成30年度の効果

秋田県工業統計調査
令和01年度の決算額 平成30年度の決算額

○●○○ 1 0

－－－改善活動支援事業者数 ～R1  食品製造事業者への支援プラン提案等件数 R2～

○生産性向上等の改善活動を支援した食料品等の製造事業者数 ～R1　各種支援

●●制度を活用した支援プランの提案や取引先マッチング成約件数の合計 R2～

○ ●
3 0 01 02 03 0 4 0 5 0 6 ○ ● ○

○         4         10                       4         10        10                     

事業全体の見直しを実施（事業内訳単位で見直しをし、事業の終了、縮減、拡充、新設を         4         4                                                               
実施）し、コスト削減を図っている。ｂ／ａ         100%   100%     0%     0%     0%             

地域産業振興課調べ 当事業により、県内の食品製造を担う人材の育成を支援するとともに、製造環境の整備や●
事業拡大を促進することにより、低迷する本県食品製造の競争力を着実に強化し、活性化○ ○● 0 3 ○ を図ることができる。食品製造事業者からのニーズも高く、今後も当事業の継続が必要で
ある。○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
本県製造業全体の製造品出荷額等に占める食料品・飲料等製造出荷額等の割合は第２位で

○あるが、全国及び東北各県に比べ低迷している状況にある。こうした状況から脱却するた
めには、食品事業者の人材育成や生産性、加工技術及び加工機能の向上等を支援すること ○
で、経営基盤を強化し、競争力を高める必要がある。

●● ○ ○
食品関係事業者へのヒアリングや関係機関の情報収集等において、人材育成、生産性向上
、新商品の開発力向上や事業拡大等に関して、県の支援を求める意見があることから、こ
うした取組を後押しする必要がある。

○

○● ○
■ □ ■

○□

中小企業振興条例に基づいた企業競争力の強化（生産性向上、企業間連携の促進など）や
、市町村の範囲を超えた広域的な取組を支援するものであり、県が関与する必要がある。


